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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検用スイッチを備えたエレベータ装置また
は乗客コンベヤを監視する監視装置と、
　前記エレベータ装置または前記乗客コンベヤを点検する際に作業者に所持されて用いら
れ、前記監視装置からＳＳＩＤが入力される端末装置とを備え、
　前記監視装置は、前記エレベータ装置または前記乗客コンベヤを監視する監視装置本体
と、前記監視装置本体に接続され、前記エレベータ装置または前記乗客コンベヤを点検す
る際に前記作業者に所持された前記端末装置との間で無線通信を行うための無線ＬＡＮア
クセスポイントとを有し、
　前記ＳＳＩＤに基づいて前記端末装置が前記監視装置と接続した場合に、前記監視装置
から監視情報が前記端末装置に入力される監視システムであって、
　前記ＳＳＩＤには、前記点検用スイッチの状態が前記通常状態である場合に、前記点検
用スイッチの状態が前記通常状態であることを示す情報が含まれ、前記点検用スイッチの
状態が前記点検状態である場合に、前記点検用スイッチの状態が前記点検状態であること
を示す情報が含まれることを特徴とする監視システム。
【請求項２】
　前記ＳＳＩＤには、前記監視装置が監視する前記エレベータ装置または前記乗客コンベ
ヤを特定する情報が含まれることを特徴とする請求項１に記載の監視システム。
【請求項３】
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　前記端末装置は、入力された前記ＳＳＩＤを表示する表示部を有していることを特徴と
する請求項１または請求項２に記載の監視システム。
【請求項４】
　前記監視情報には、前記点検用スイッチの状態が前記通常状態である場合に、前記点検
用スイッチの状態が前記通常状態であることを示す情報が含まれ、前記点検用スイッチの
状態が前記点検状態である場合に、前記点検用スイッチの状態が前記点検状態であること
を示す情報が含まれることを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか１項に記載の監
視システム。
【請求項５】
　状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検用スイッチを備えたエレベータ装置また
は乗客コンベヤを監視する監視装置と、前記エレベータ装置または前記乗客コンベヤを点
検する際に作業者に所持されて用いられ前記監視装置からＳＳＩＤが入力される端末装置
とを備え、前記監視装置は、前記エレベータ装置または前記乗客コンベヤを監視する監視
装置本体と、前記監視装置本体に接続され、前記エレベータ装置または前記乗客コンベヤ
を点検する際に前記作業者に所持された前記端末装置との間で無線通信を行うための無線
ＬＡＮアクセスポイントとを有し、前記ＳＳＩＤに基づいて前記端末装置が前記監視装置
と接続した場合に、前記監視装置から監視情報が前記端末装置に入力される監視システム
を用いた警告方法であって、
　前記点検用スイッチの状態が前記通常状態である場合に、前記点検用スイッチの状態が
前記通常状態であることを示す情報が含まれ、前記点検用スイッチの状態が前記点検状態
である場合に、前記点検用スイッチの状態が前記点検状態であることを示す情報が含まれ
るように前記ＳＳＩＤが設定される接続先情報設定工程と、
　前記接続先情報設定工程の後に、前記ＳＳＩＤが前記端末装置に入力される接続先情報
入力工程とを備えたことを特徴とする警告方法。
【請求項６】
　状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検用スイッチを備えたエレベータ装置また
は乗客コンベヤを点検する際に作業者に所持されて用いられ、前記エレベータ装置または
前記乗客コンベヤを監視する監視装置からＳＳＩＤが入力され、前記ＳＳＩＤに基づいて
前記監視装置と接続した場合に、前記監視装置から監視情報が入力される端末装置であっ
て、
　前記監視装置は、前記エレベータ装置または前記乗客コンベヤを監視する監視装置本体
と、前記監視装置本体に接続され、前記エレベータ装置または前記乗客コンベヤを点検す
る際に前記作業者に所持された前記端末装置との間で無線通信を行うための無線ＬＡＮア
クセスポイントとを有し、
　前記ＳＳＩＤには、前記点検用スイッチの状態が前記通常状態である場合に、前記点検
用スイッチの状態が前記通常状態であることを示す情報が含まれ、前記点検用スイッチの
状態が前記点検状態である場合に、前記点検用スイッチの状態が前記点検状態であること
を示す情報が含まれることを特徴とする端末装置。
【請求項７】
　入力された前記ＳＳＩＤを表示する表示部を備えたことを特徴とする請求項６に記載の
端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、点検作業終了後に点検用スイッチの状態が点検状態となっていることを作
業者に知らせるための監視システム、端末装置およびこの監視システムを用いた警告方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、エスカレータ本体の異常を検出する異常検出装置と、機械室の蓋が回動すること
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による機械室の出入口の開閉を検出する開閉検出装置と、機械室内に設けられ、操作され
ることにより状態が通常状態と点検状態とに入れ替わり、状態が点検状態の場合に異常検
出装置の検出信号を無効にし、状態が通常状態の場合に異常検出装置の検出信号を有効に
する点検用スイッチとを備えたエスカレータが知られている。このエスカレータには、点
検用スイッチの状態が点検状態である場合であって、機械室の出入口が閉じられているこ
とを開閉検出装置が検出した場合に点灯する警告用照明灯を備えた警告装置が設けられて
いる。作業者は、機械室の出入口を開けて、点検用スイッチの状態を点検状態にした後に
、エスカレータ本体の点検を行う。点検作業終了後に、作業者が点検用スイッチの状態を
点検状態から通常状態に切り替えずに、機械室の出入口が閉じられた場合には、警告用照
明灯が点灯する。これにより、点検用スイッチの状態が点検状態となっていることを作業
者に知らせることができ、点検作業終了後に点検用スイッチの状態が点検状態のままとな
ってしまうことが抑制される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２４０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、作業者が警告用照明灯の点灯を見落とした場合には、点検用スイッチの
状態が点検状態となっていることを作業者に知らせることができず、点検作業が終了して
いるにもかかわらず、点検用スイッチの状態が点検状態のままとなってしまうという問題
点があった。
【０００５】
　この発明は、点検作業終了後に点検用スイッチの状態が点検状態となっていることを作
業者に確実に知らせることができる監視システム、端末装置およびこの監視システムを用
いた警告方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る監視システムは、状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検用スイ
ッチを備えたエレベータ装置または乗客コンベヤを監視する監視装置と、前記エレベータ
装置または前記乗客コンベヤを点検する際に作業者に所持されて用いられ、前記監視装置
からＳＳＩＤが入力される端末装置とを備え、前記監視装置は、前記エレベータ装置また
は前記乗客コンベヤを監視する監視装置本体と、前記監視装置本体に接続され、前記エレ
ベータ装置または前記乗客コンベヤを点検する際に前記作業者に所持された前記端末装置
との間で無線通信を行うための無線ＬＡＮアクセスポイントとを有し、前記ＳＳＩＤに基
づいて前記端末装置が前記監視装置と接続した場合に、前記監視装置から監視情報が前記
端末装置に入力される監視システムであって、前記ＳＳＩＤには、前記点検用スイッチの
状態が前記通常状態である場合に、前記点検用スイッチの状態が前記通常状態であること
を示す情報が含まれ、前記点検用スイッチの状態が前記点検状態である場合に、前記点検
用スイッチの状態が前記点検状態であることを示す情報が含まれる。
【０００７】
　この発明に係る警告方法は、状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検用スイッチ
を備えたエレベータ装置または乗客コンベヤを監視する監視装置と、前記エレベータ装置
または前記乗客コンベヤを点検する際に作業者に所持されて用いられ前記監視装置からＳ
ＳＩＤが入力される端末装置とを備え、前記監視装置は、前記エレベータ装置または前記
乗客コンベヤを監視する監視装置本体と、前記監視装置本体に接続され、前記エレベータ
装置または前記乗客コンベヤを点検する際に前記作業者に所持された前記端末装置との間
で無線通信を行うための無線ＬＡＮアクセスポイントとを有し、前記ＳＳＩＤに基づいて
前記端末装置が前記監視装置と接続した場合に、前記監視装置から監視情報が前記端末装
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置に入力される監視システムを用いた警告方法であって、前記点検用スイッチの状態が前
記通常状態である場合に、前記点検用スイッチの状態が前記通常状態であることを示す情
報が含まれ、前記点検用スイッチの状態が前記点検状態である場合に、前記点検用スイッ
チの状態が前記点検状態であることを示す情報が含まれるように前記ＳＳＩＤが設定され
る接続先情報設定工程と、前記接続先情報設定工程の後に、前記ＳＳＩＤが前記端末装置
に入力される接続先情報入力工程とを備えている。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明に係る監視システムによれば、状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検
用スイッチを備えた監視対象装置を監視する監視装置と、監視対象装置を点検する際に用
いられ、監視装置から接続先情報が入力される端末装置とを備え、接続先情報に基づいて
端末装置が監視装置と接続した場合に、監視装置から監視情報が端末装置に入力される監
視システムであって、接続先情報には、点検用スイッチの状態が通常状態である場合に、
点検用スイッチの状態が通常状態であることを示す情報が含まれ、点検用スイッチの状態
が点検状態である場合に、点検用スイッチの状態が点検状態であることを示す情報が含ま
れるので、端末装置に接続先情報が入力されることにより、端末装置には点検用スイッチ
の状態の情報が入力される。これにより、監視対象装置を点検する際に端末装置を用いる
作業者に対して、点検用スイッチの状態を知らせることができる。その結果、点検作業終
了後に点検用スイッチの状態が点検状態となっていることを作業者に確実に知らせること
ができる。
【０００９】
　この発明に係る警告方法によれば、状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検用ス
イッチを備えた監視対象装置を監視する監視装置と、監視対象装置を点検する際に用いら
れ監視装置から接続先情報が入力される端末装置とを備え、接続先情報に基づいて端末装
置が監視装置と接続した場合に、監視装置から監視情報が端末装置に入力される監視シス
テムを用いた警告方法であって、点検用スイッチの状態が通常状態である場合に、点検用
スイッチの状態が通常状態であることを示す情報が含まれ、点検用スイッチの状態が点検
状態である場合に、点検用スイッチの状態が点検状態であることを示す情報が含まれるよ
うに接続先情報が設定される接続先情報設定工程と、接続先情報設定工程の後に、接続先
情報が端末装置に入力される接続先情報入力工程とを備えているので、端末装置に接続先
情報が入力されることにより、端末装置には点検用スイッチの状態の情報が入力される。
これにより、監視対象装置を点検する際に端末装置を用いる作業者に対して、点検用スイ
ッチの状態を知らせることができる。その結果、点検作業終了後に点検用スイッチの状態
が点検状態となっていることを作業者に確実に知らせることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施の形態１に係るエレベータシステムを示すブロック図である。
【図２】図１の通常型端末装置のハードウエアを示すブロック図である。
【図３】図１のスイッチ状態通知部の動作を示すフローチャートである。
【図４】図１のスイッチ状態記憶部の動作を示すフローチャートである。
【図５】図１の簡易型端末装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１に係るエレベータシステムを示すブロック図である。図
において、エレベータシステムは、エレベータ装置（監視対象装置）１と、エレベータ装
置１の監視およびエレベータ装置１の点検を行うためのエレベータ監視システム（監視シ
ステム）２とを備えている。エレベータ監視システム２は、エレベータ装置１の動作を監
視するエレベータ監視装置（監視装置）３と、エレベータ装置１を点検する際に用いられ
る通常型端末装置４と、エレベータ装置１を簡易的に点検する際に用いられる簡易型端末
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装置５とを備えている。
【００１２】
　エレベータ装置１は、かご（図示せず）の昇降等を制御するエレベータ制御部１１と、
操作されることにより状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検用スイッチ１２と、
エレベータ制御部１１に接続されたネットワーク通信部１３と、ネットワーク通信部１３
に接続されたシリアル通信部１４とを有している。エレベータ制御部１１には、点検用ス
イッチ１２の状態の情報等のエレベータ装置１の状態の情報が入力されるようになってい
る。また、エレベータ制御部１１には、エレベータ装置１を特定する情報である号機番号
の情報やエレベータ装置１が設置されているビルの名前の情報が記憶されている。
【００１３】
　図１では、エレベータ制御部１１に接続された点検用スイッチ１２の数が１個であるエ
レベータ装置１を示しているが、この例では、４個の点検用スイッチ１２をエレベータ装
置１が備え、それぞれの点検用スイッチ１２がエレベータ制御部１１に接続されている。
４個の点検用スイッチ１２は、点検作業中である旨を表示装置（図示せず）に表示させる
ためのメンテナンススイッチ、かごの天井に設けられた照明装置（図示せず）を点滅点灯
させるための点検スイッチ、停電時自動着床装置（図示せず）の駆動を停止させるための
駆動停止スイッチ、エレベータ制御部１１を収容する制御盤（図示せず）の扉の回動によ
る操作口の開閉を検出する制御盤扉開閉スイッチから構成されている。メンテナンススイ
ッチおよび点検スイッチの状態は、通常状態の場合に、オフ状態となり、点検状態の場合
に、オン状態となる。駆動停止スイッチおよび制御盤扉開閉スイッチの状態は、通常状態
の場合に、オン状態となり、点検状態の場合に、オフ状態となる。点検用スイッチ１２は
、エレベータ装置１が通常運転を行う場合に、状態が通常状態となるように作業者により
操作され、エレベータ装置１の点検を行う場合に、状態が点検状態となるように作業者に
より操作される。
【００１４】
　エレベータ監視装置３は、エレベータ監視装置本体６と、エレベータ監視装置本体６に
接続され、エレベータ監視装置３と通常型端末装置４との間の無線通信を行うための無線
ＬＡＮアクセスポイント７とを備えている。
【００１５】
　エレベータ監視装置本体６は、点検用スイッチ１２の状態の情報等のエレベータ装置１
の状態の情報をエレベータ制御部１１から読み出すエレベータ監視部６１と、エレベータ
監視部６１が読み出したエレベータ装置１の情報の中から点検用スイッチ１２の状態の情
報とエレベータ装置１の号機番号の情報とを読み出すスイッチ状態通知部６２と、エレベ
ータ監視部６１およびスイッチ状態通知部６２のそれぞれに接続されたネットワーク通信
部６３と、ネットワーク通信部６３とエレベータ装置１のシリアル通信部１４とに接続さ
れたシリアル通信部６４と、ネットワーク通信部６３と無線ＬＡＮアクセスポイント７と
に接続されたＬＡＮ通信部６５とを有している。エレベータ制御部１１およびエレベータ
監視部６１は、ネットワーク通信部１３、シリアル通信部１４、シリアル通信部６４およ
びネットワーク通信部６３を介して、互いに通信可能となっている。
【００１６】
　無線ＬＡＮアクセスポイント７は、電波を介して、ＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ
　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）（接続先情報）を発する。ＳＳＩＤに基づいて通常型端末装置
４がエレベータ監視装置３と接続した場合には、通常型端末装置４との間の無線ＬＡＮ通
信が可能となり、エレベータ監視装置３と通常型端末装置４との間のデータ送受信が可能
となる。この場合、無線ＬＡＮアクセスポイント７は、電波を介して、点検用スイッチ１
２の状態の情報およびエレベータ装置１の号機番号の情報を含んだ情報である監視情報を
発する。無線ＬＡＮアクセスポイント７は、スイッチ状態通知部６２により制御される。
【００１７】
　スイッチ状態通知部６２は、点検用スイッチ１２の状態が通常状態である場合の点検用
スイッチ１２の状態の情報が予め記憶される記憶領域（図示せず）と、エレベータ監視部
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６１から読み出した点検用スイッチ１２の状態の情報が記憶される記憶領域（図示せず）
とを有している。スイッチ状態通知部６２は、予め記憶されている点検用スイッチ１２の
状態の情報と、エレベータ監視部６１から読み出した点検用スイッチ１２の状態の情報と
を比較して、点検用スイッチ１２の状態が通常状態であるか点検状態であるかを判定する
。
【００１８】
　通常型端末装置４は、無線ＬＡＮアクセスポイント７が発する電波を受ける無線ＬＡＮ
通信部４１と、無線ＬＡＮ通信部４１に接続されたネットワーク通信部４２と、エレベー
タ装置１の故障履歴やエレベータ装置１の状態等の点検に必要なエレベータ装置１の情報
がエレベータ監視部６１から入力される保守ツール部４３と、エレベータ装置１を点検す
る際に点検用スイッチ１２の状態の情報およびエレベータ装置１の号機番号の情報が入力
されるスイッチ状態記憶部４４と、スイッチ状態記憶部４４の制御により点検用スイッチ
１２の状態の情報およびエレベータ装置１の号機番号の情報を表示する表示部４５とを有
している。
【００１９】
　ネットワーク通信部６３およびネットワーク通信部４２は、通常型端末装置４がエレベ
ータ監視装置３と接続した場合に、ＬＡＮ通信部６５、無線ＬＡＮアクセスポイント７お
よび無線ＬＡＮ通信部４１を介して、互いに通信可能となる。ネットワーク通信部６３と
ネットワーク通信部４２との間の通信が可能である場合に、スイッチ状態通知部６２とス
イッチ状態記憶部４４との間の通信が可能となる。スイッチ状態通知部６２およびスイッ
チ状態記憶部４４のそれぞれは、スイッチ状態通知部６２とスイッチ状態記憶部４４との
間の通信が可能であるか否かについて判定する。
【００２０】
　簡易型端末装置５は、電波を介して無線ＬＡＮアクセスポイント７からＳＳＩＤを受け
る無線ＬＡＮ通信部５１と、無線ＬＡＮ通信部５１が受けたＳＳＩＤを表示するＳＳＩＤ
表示ツール部（表示部）５２とを有している。簡易型端末装置５としては、例えば、無線
ＬＡＮ機能が搭載されたＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）端末、スマートフォン、携帯電話、
ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等が挙げられる。
簡易型端末装置５は、エレベータ装置１の点検を終了する際に、点検用スイッチ１２の状
態を作業者が確かめるために使用される。
【００２１】
　ＳＳＩＤを構成する文字列には、０～９、ａ～ｚ、Ａ～Ｚ、－（ハイフン）、_（アン
ダースコア）の文字が使用される。ＳＳＩＤの文字列の文字数は、３２文字以下となって
いる。通常型端末装置４がエレベータ監視装置３と接続している場合、ＳＳＩＤにはネッ
トワークを特定する文字列が設定される。通常型端末装置４がエレベータ監視装置３と接
続していない場合におけるＳＳＩＤの文字列の具体例としては、例えば、複数のエレベー
タ装置１のうちの１号機の点検用スイッチ１２の状態がオン状態であることを示す場合に
、「ＴＥＮＫＥＮ_ＳＷＩＴＣＨ_ＯＮ_ＮＯ１」や「ＴＳ_ＯＮ_ＮＯ１」等とすることが
考えられる。また、例えば、複数のエレベータ装置１のうちの２号機の点検用スイッチ１
２の状態を点検状態から通常状態に戻すことを指示する場合に、「ＳＷＩＴＣＨ_ＭＯＤ
ＯＳＥ_ＮＯ２」等とすることが考えられる。また、例えば、複数のエレベータ装置１の
うちの３号機の点検用スイッチ１２の状態が点検状態であることを示す場合に、「ＴＥＮ
ＫＥＮ－ＣＨＵ_３ＧＯＵＫＩ」や「ＴＣ３」等とすることが考えられる。なお、ＳＳＩ
Ｄの文字列の具合例としては、これらに限らず、点検用スイッチ１２の状態およびエレベ
ータ装置１の号機番号を作業者が容易に読み取ることができる文字列であればよい。
【００２２】
　無線ＬＡＮアクセスポイント７が発するＳＳＩＤの初期値には、点検用スイッチ１２の
状態が通常状態であることを示す情報とエレベータ装置１の号機番号を示す情報とを示す
文字列が設定されている。
【００２３】
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　図２は図１の通常型端末装置４のハードウエアを示すブロック図である。通常型端末装
置４のハードウエアは、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）４
０１と、ＣＰＵ４０１に接続されたメモリコントローラ４０２と、メモリコントローラ４
０２に制御されるメモリ４０３と、メモリコントローラ４０２に接続されたＩ／Ｏコント
ローラ４０４と、無線ＬＡＮインタフェース４０５と、不揮発性メモリ４０６とを有して
いる。無線ＬＡＮインタフェース４０５および不揮発性メモリ４０６は、Ｉ／Ｏコントロ
ーラ４０４に接続されている。
【００２４】
　また、通常型端末装置４のハードウエアは、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ
）コントローラ４０７と、ＨＤＤコントローラ４０７に制御されるＨＤＤ４０８と、ディ
スプレイコントローラ４０９と、ディスプレイコントローラ４０９に制御されるディスプ
レイ４１０と、サウンドコントローラ４１１と、サウンドコントローラ４１１に制御され
るスピーカ４１２と、入力コントローラ４１３と、入力コントローラ４１３に制御される
キーボード・マウス４１４とを有している。ＨＤＤコントローラ４０７、ディスプレイコ
ントローラ４０９、サウンドコントローラ４１１および入力コントローラ４１３は、Ｉ／
Ｏコントローラ４０４に接続されている。
【００２５】
　次に、スイッチ状態通知部６２の動作について説明する。図３は図１のスイッチ状態通
知部６２の動作を示すフローチャートである。ここでは、作業者が通常型端末装置４を所
持している場合について説明する。エレベータ監視部６１は、エレベータ制御部１１から
点検用スイッチ１２の状態の情報とエレベータ装置１の号機番号の情報とを定期的に読み
出しており（点検用スイッチ状態情報入力工程）、エレベータ監視部６１には、点検用ス
イッチ１２の状態の情報とエレベータ装置１の号機番号の情報とが記憶されている。まず
、スイッチ状態通知部６２は、エレベータ監視部６１から、点検用スイッチ１２の状態の
情報とエレベータ装置１の号機番号の情報とを読み出す（ステップＳ１０１）。
【００２６】
　その後、スイッチ状態通知部６２は、読み出した点検用スイッチ１２の状態の情報に基
づいて、何れかの点検用スイッチ１２の状態が点検状態であるか否かを判定する（ステッ
プＳ１０２）。ステップＳ１０２で、何れの点検用スイッチ１２の状態も点検状態ではな
いとスイッチ状態通知部６２が判定すると、ステップＳ１０１に戻る。
【００２７】
　一方、ステップＳ１０２で、何れかの点検用スイッチ１２の状態が点検状態であるとス
イッチ状態通知部６２が判定すると、スイッチ状態通知部６２は、スイッチ状態通知部６
２とスイッチ状態記憶部４４との間での通信が可能か否かを判定する（ステップＳ１０３
）。
【００２８】
　ステップＳ１０３で、スイッチ状態通知部６２とスイッチ状態記憶部４４との間での通
信が可能であるとスイッチ状態通知部６２が判定すると、スイッチ状態通知部６２は、ス
イッチ状態記憶部４４に対して、点検用スイッチ１２の状態が点検状態であることを示す
情報とエレベータ装置１の号機番号の情報とを含んだ監視情報を送信する（ステップＳ１
０４）。
【００２９】
　その後、スイッチ状態通知部６２は、エレベータ監視部６１から点検用スイッチ１２の
状態の情報を再び読み出し（ステップＳ１０５）、さらに、スイッチ状態通知部６２は、
全ての点検用スイッチ１２の状態が通常状態であるか否かを判定する（ステップＳ１０６
）。ステップＳ１０６で、全ての点検用スイッチ１２の状態が通常状態であるとスイッチ
状態通知部６２が判定すると、スイッチ状態通知部６２は、スイッチ状態通知部６２とス
イッチ状態記憶部４４との間での通信が可能か否かを再び判定する（ステップＳ１０７）
。
【００３０】
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　ステップＳ１０７で、スイッチ状態通知部６２とスイッチ状態記憶部４４との間での通
信が可能であるとスイッチ状態通知部６２が判定すると、スイッチ状態通知部６２は、ス
イッチ状態記憶部４４に対して、点検用スイッチ１２の状態が通常状態であることを示す
情報とエレベータ装置１の号機番号の情報とを含んだ監視情報を送信し（ステップＳ１０
８）、その後、ステップＳ１０５に戻る。
【００３１】
　ステップＳ１０３で、スイッチ状態通知部６２とスイッチ状態記憶部４４との間での通
信が可能ではないとスイッチ状態通知部６２が判定すると、スイッチ状態通知部６２は、
無線ＬＡＮアクセスポイント７が発するＳＳＩＤの文字列に、点検用スイッチ１２の状態
が点検状態であることを示す情報とエレベータ装置１の号機番号の情報とを示す文字が含
まれるように、ＳＳＩＤを設定する（接続先情報設定工程）（ステップＳ１０９）。その
後、ステップＳ１０５に進む。
【００３２】
　ステップＳ１０６で、何れかの点検用スイッチ１２の状態が通常状態ではないとスイッ
チ状態通知部６２が判定すると、ステップＳ１０５に戻る。
【００３３】
　ステップＳ１０７で、スイッチ状態通知部６２とスイッチ状態記憶部４４との間での通
信が可能ではないとスイッチ状態通知部６２が判定すると、スイッチ状態通知部６２は、
無線ＬＡＮアクセスポイント７が発するＳＳＩＤの文字列に、点検用スイッチ１２の状態
が通常状態であることを示す情報とエレベータ装置１の号機番号の情報とを示す文字が含
まれるように、ＳＳＩＤを設定する（接続先情報設定工程）（ステップＳ１１０）。その
後、ステップＳ１０１に戻る。
【００３４】
　なお、作業者が通常型端末装置４ではなく簡易型端末装置５を所持している場合には、
簡易型端末装置５にはスイッチ状態記憶部４４が設けられていないので、ステップＳ１０
３およびステップＳ１０７において、スイッチ状態通知部６２は、スイッチ状態通知部６
２とスイッチ状態記憶部４４との間での通信が可能ではないと常に判定する。
【００３５】
　次に、スイッチ状態記憶部４４の動作について説明する。図４は図１のスイッチ状態記
憶部４４の動作を示すフローチャートである。まず、スイッチ状態記憶部４４は、スイッ
チ状態通知部６２とスイッチ状態記憶部４４との間での通信が可能であるか否かを判定す
る（ステップＳ２０１）。
【００３６】
　ステップＳ２０１で、スイッチ状態通知部６２とスイッチ状態記憶部４４との間の通信
が可能ではないとスイッチ状態記憶部４４が判定すると、スイッチ状態記憶部４４は、無
線ＬＡＮアクセスポイント７からＳＳＩＤを取得する（接続先情報入力工程）（ステップ
Ｓ２０２）。
【００３７】
　その後、スイッチ状態記憶部４４は、取得した無線ＬＡＮアクセスポイント７のＳＳＩ
Ｄを、点検用スイッチ１２の状態の情報とエレベータ装置１の号機番号の情報とに変換す
る（ステップＳ２０３）。
【００３８】
　その後、スイッチ状態記憶部４４は、点検用スイッチ１２の状態の情報とエレベータ装
置１の号機番号の情報とを記憶し（ステップＳ２０４）、表示部４５に点検用スイッチ１
２の状態と、エレベータ装置１の号機番号とを表示して（ステップＳ２０５）、ステップ
Ｓ２０１に戻る。
【００３９】
　一方、ステップＳ２０１で、スイッチ状態通知部６２とスイッチ状態記憶部４４との間
の通信が可能であるとスイッチ状態記憶部４４が判定すると、スイッチ状態記憶部４４は
、スイッチ状態通知部６２から、点検用スイッチ１２の状態の情報およびエレベータ装置
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１の号機番号の情報とを含んだ監視情報を受信して（ステップＳ２０６）、ステップＳ２
０４に進む。
【００４０】
　次に、簡易型端末装置５の動作について説明する。図５は図１の簡易型端末装置５の動
作を示すフローチャートである。まず、無線ＬＡＮ通信部５１が無線ＬＡＮアクセスポイ
ント７からＳＳＩＤを取得する（接続先情報入力工程）（ステップＳ３０１）。
【００４１】
　その後、ＳＳＩＤ表示ツール部５２は、取得した無線ＬＡＮアクセスポイント７のＳＳ
ＩＤを表示する（ステップＳ３０２）。その後、ステップＳ３０１に戻る。
【００４２】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１に係るエレベータ監視システムによれば
、状態が通常状態と点検状態とに切り替わる点検用スイッチ１２を備えたエレベータ装置
１を監視するエレベータ監視装置３と、エレベータ装置１を点検する際に用いられ、エレ
ベータ監視装置３からＳＳＩＤが入力される通常型端末装置４とを備え、ＳＳＩＤに基づ
いて通常型端末装置４がエレベータ監視装置３と接続した場合に、エレベータ監視装置３
から監視情報が通常型端末装置４に入力される監視システムであって、ＳＳＩＤには、点
検用スイッチ１２の状態が通常状態である場合に、点検用スイッチ１２の状態が通常状態
であることを示す情報が含まれ、点検用スイッチ１２の状態が点検状態である場合に、点
検用スイッチ１２の状態が点検状態であることを示す情報が含まれるので、通常型端末装
置４にＳＳＩＤが入力されることにより、通常型端末装置４には点検用スイッチ１２の状
態の情報が入力される。これにより、通常型端末装置４がエレベータ監視装置３と接続し
ていない場合に、通常型端末装置４を用いる作業者に対して、点検用スイッチ１２の状態
を知らせることができる。その結果、点検作業終了後に点検用スイッチ１２の状態が点検
状態となっていることを作業者に確実に知らせることができる。また、このエレベータ監
視システムは、エレベータ監視装置３からＳＳＩＤが入力される簡易型端末装置５を備え
ているので、簡易型端末装置５にも、点検用スイッチ１２の状態の情報が入力される。こ
れにより、エレベータ装置１を簡易的に点検するために簡易型端末装置５を用いる作業者
に対しても、点検用スイッチ１２の状態を知らせることができる。
【００４３】
　また、ＳＳＩＤには、エレベータ監視装置３が監視するエレベータ装置１を特定する情
報である号機番号の情報が含まれるので、複数のエレベータ装置１が設けられている場合
に、点検用スイッチ１２の状態と、点検用スイッチ１２を備えたエレベータ装置１の号機
番号とを作業者に対して知らせることができる。
【００４４】
　また、通常型端末装置４は、入力されたＳＳＩＤを表示する表示部４５を有しているの
で、作業者にさらに確実にエレベータ装置１の状態を知らせることができる。また、簡易
型端末装置５は、入力されたＳＳＩＤを表示するＳＳＩＤ表示ツール部５２を有している
ので、作業者にさらに確実にエレベータ装置１の状態を知らせることができる。
【００４５】
　また、監視情報には、点検用スイッチ１２の状態が通常状態である場合に、点検用スイ
ッチ１２の状態が通常状態であることを示す情報が含まれ、点検用スイッチ１２の状態が
点検状態である場合に、点検用スイッチ１２の状態が点検状態であることを示す情報が含
まれるので、エレベータ監視装置３と通常型端末装置４との間の通信が可能である場合に
、通常型端末装置４に、点検用スイッチ１２の状態の情報を入力させることができる。
【００４６】
　また、この発明の実施の形態１に係る警告方法によれば、点検用スイッチ１２の状態が
通常状態である場合に、点検用スイッチ１２の状態が通常状態であることを示す情報が含
まれ、点検用スイッチ１２の状態が点検状態である場合に、点検用スイッチ１２の状態が
点検状態であることを示す情報が含まれるようにＳＳＩＤが設定される接続先情報設定工
程と、接続先情報設定工程の後に、ＳＳＩＤが通常型端末装置４に入力される接続先情報
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入力工程とを備えているので、通常型端末装置４にＳＳＩＤが入力されることにより、通
常型端末装置４には点検用スイッチ１２の状態の情報が入力される。これにより、通常型
端末装置４がエレベータ監視装置３と接続していない場合に、エレベータ装置１を点検す
る際に通常型端末装置４を用いる作業者に対して、点検用スイッチ１２の状態を知らせる
ことができる。その結果、点検作業終了後に点検用スイッチ１２の状態が点検状態となっ
ていることを作業者に確実に知らせることができる。また、この警告方法は、ＳＳＩＤが
簡易型端末装置５に入力される接続先情報入力工程を備えているので、簡易型端末装置５
にも、点検用スイッチ１２の状態の情報が入力される。これにより、エレベータ装置１を
簡易的に点検するために簡易型端末装置５を用いる作業者に対しても、点検用スイッチ１
２の状態を知らせることができる。
【００４７】
　なお、上記実施の形態１では、監視対象装置として、エレベータ装置１を例に説明した
が、これに限らず、例えば、エスカレータや動く歩道等の乗客コンベヤであってもよい。
【００４８】
　また、上記実施の形態１では、点検用スイッチ１２として、点検作業中である旨をエレ
ベータの表示装置（図示せず）に表示させるためのメンテナンススイッチ、かごの天井に
設けられた照明装置（図示せず）を点滅点灯させるための点検スイッチ、停電時自動着床
装置（図示せず）の駆動を停止させるための駆動停止スイッチ、エレベータ制御部１１を
収容する制御盤（図示せず）の扉の回動による操作口の開閉を検出する制御盤扉開閉スイ
ッチを例に挙げて説明したが、これらの点検用スイッチ１２に限らず、その他の点検用ス
イッチ１２であってもよい。
【００４９】
　また、上記実施の形態１では、メンテナンススイッチ、点検スイッチ、駆動停止スイッ
チおよび制御盤扉開閉スイッチから構成される４個の点検用スイッチ１２を備えたエレベ
ータ装置１の構成について説明したが、メンテナンススイッチ、点検スイッチ、駆動停止
スイッチおよび制御盤扉開閉スイッチのうちの何れか１個ないし３個から構成される点検
用スイッチ１２を備えたエレベータ装置１であってもよい。
【００５０】
　また、上記実施の形態１では、無線ＬＡＮ通信を用いてエレベータ監視装置３と通常型
端末装置４との間で通信が行われる構成について説明したが、これに限らず、例えば、ブ
ルートゥース通信を用いてエレベータ監視装置３と通常型端末装置４との間で通信が行わ
れる構成であってもよい。この場合、ブルートゥースの端末名が接続先情報となる。ブル
ートゥースの端末名には、ＵＴＦ－８形式で最大２４８バイトの長さの文字列を設定する
ことができる。
【００５１】
　また、上記実施の形態１では、エレベータ監視装置３と、通常型端末装置４と、簡易型
端末装置５とを備えたエレベータ監視システム２について説明したが、エレベータ監視装
置３および通常型端末装置４を備えたエレベータ監視システム２やエレベータ監視装置３
および簡易型端末装置５を備えたエレベータ監視システム２であってもよい。
【００５２】
　また、上記実施の形態１では、状態が活動状態から休止状態またはスリープ状態に自動
的に変化する通常型端末装置４の構成については記載していないが、バッテリーで動作し
、操作されていない時間が一定時間連続すると、省エネルギーのために、状態が活動状態
から休止状態またはスリープ状態となる通常型端末装置４であって、点検用スイッチ１２
の状態が点検状態であることを示す情報が通常型端末装置４に入力された場合には、状態
が休止状態またはスリープ状態となることが抑制される通常型端末装置４であってもよい
。これにより、作業終了後に点検用スイッチ１２の状態が点検状態となっていることを作
業者により確実に知らせることができる。
【符号の説明】
【００５３】
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　１　エレベータ装置（監視対象装置）、２　エレベータ監視システム（監視システム）
、３　エレベータ監視装置（監視装置）、４　通常型端末装置（端末装置）、５　簡易型
端末装置（端末装置）、６　エレベータ監視装置本体、７　無線ＬＡＮアクセスポイント
、１１　エレベータ制御部、１２　点検用スイッチ、１３　ネットワーク通信部、１４　
シリアル通信部、４１　無線ＬＡＮ通信部、４２　ネットワーク通信部、４３　保守ツー
ル部、４４　スイッチ状態記憶部、４５　表示部、５１　無線ＬＡＮ通信部、５２　ＳＳ
ＩＤ表示ツール部（表示部）、６１　エレベータ監視部、６２　スイッチ状態通知部、６
３　ネットワーク通信部、６４　シリアル通信部、６５　ＬＡＮ通信部、４０１　ＣＰＵ
、４０２　メモリコントローラ、４０３　メモリ、４０４　Ｉ／Ｏコントローラ、４０５
　無線ＬＡＮインタフェース、４０６　不揮発性メモリ、４０７　ＨＤＤコントローラ、
４０８　ＨＤＤ、４０９　ディスプレイコントローラ、４１０　ディスプレイ、４１１　
サウンドコントローラ、４１２　スピーカ、４１３　入力コントローラ、４１４　キーボ
ード・マウス。

【図１】 【図２】
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